
 

「通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）」重要事項説明書 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）を提供 

いたします。事業所の概要や提供されるサービス内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとお 

り説明いたします。 

 

 

１． 事業者概要 

（１） 法人名           医療法人 清真会 

（２） 法人所在地         茨城県水戸市酒門町仲田４８８７ 

（３） 電話番号          ０２９（２２６）６５５５ 

（４） 代表者氏名         理事長 丹野 大 

（５） 設立年月日         昭和５４年 10月１日 

 

 

 

２． 事業所の概要 

（１） 事業所の種類       ・通所リハビリテーション 平成１２年３月３１日指定           

介保第７３－０１３２号 

                  ・介護予防通所リハビリテーション 平成１８年４月１日指定 

                    福指指令第１９１－１２号 

（２） 事業所の目的          当事業所は、介護保険法令に従い、利用者がその有する能力に 

応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように 

支援することを目的とします。                                                                                                                          

（３） 事業所の名称          介護老人保健施設 レイクヒルひぬま 

（４） 事業所の所在地         茨城県東茨城郡茨城町下石崎２３２４ 

（５） 電話番号             ０２９－２４０－８１２０ 

（６） 事業所長（管理者）氏名   網野 雅之 

（７） 当事業所の運営方針     当施設では、通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療 

法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを 

行い、利用者の心理の機能の維持回復を図り、利用者が１日で 

も長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努め 

ます。 

（８） 開設年月日         平成１１年１０月１日 

 

 

 

３． 事業実施地域、営業時間および利用定員 

（１）通常事業の実施地域  茨城町、水戸市、ひたちなか市、大洗町、鉾田市 

（２）営業日および営業時間 毎週月曜日～土曜日までの 6日間（祝祭日も含む） 

              営業日の午前８時３０分～午後５時３０分 

（３）利用定員       ２５名 

 

 

 



 

 

 

４． 職員体制   

当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必要職については法令の定めるところによる。 

（１） 管理者         １名（老健本体と兼務） 

（２） 医師          １名（老健本体と兼務） 

（３） 看護職員        １名（老健本体と兼務） 

（４） 介護職員      ５．８名 

（５） 理学療法士・作業療法士 

言語聴覚士       ３名以上（老健本体と兼務） 

（６） 支援相談員       １名 

（６）管理栄養士       １名（老健本体と兼務）  

（７）事務員         ４名（老健本体と兼務） 

（８）その他         ２名（老健本体と兼務） 

 

 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

〈サービス内容〉 

①  食事 

当事業所は、管理栄養士の立てる献立表により、栄養ならびに利用者の心身の状況および 

思慮を考慮した食事を提供いたします。 

・利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事を摂っていただくことを原則としていま 

す。 

     昼食  １２時００分～ 

   ② 入浴 

・一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応いたします。 

・入浴希望者は、毎利用日毎ご利用いただけます。ただし、利用者の身体の状態に応じて 

清拭となる場合があります。 

③ 排泄 

・排泄の自立を促すため、利用者の身体機能を最大限活用した援助を行います。 

④ 機能訓練 

・機能訓練指導員により、利用者の心身の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の

回復又はその減退を防止するための訓練を実施いたします。 

⑤ 送迎サービス 

 利用者の希望により、原則としてご自宅と事業所間の送迎をいたします。 

    ※ 送迎時ご家族様不在及び独居等でご利用の場合、送迎前後（特に帰宅後）の離脱・転倒等 

のトラブルに関しては責任を負いかねる場合もあります。 

⑥ 相談援助サービス 

⑦ その他 

※ これらのサービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に利用料金を頂くものもありま 

すので、具体的に相談下さい。 

 

 

 

 

 

 

 



 〈通所リハビリテーション利用料金〉   

 

（１）基本料金 

① 施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度および利用時間によって利

用料が異なります。以下は１日あたりの自己負担です） 

※（  ）は、２割／３割負担金額となります。 

 

 [６時間以上７時間未満] 

  ・要介護１              ７１５ 円（１，４３０ 円／２，１４５ 円） 

・要介護２              ８５０ 円（１，７００ 円／２，５５０ 円） 

  ・要介護３              ９８１ 円（１，９６２ 円／２，９４３ 円） 

・要介護４            １，１３７ 円（２，２７４ 円／３，４１１ 円） 

・要介護５            １，２９０  円（２，５８０ 円／３，８７０ 円） 

② 入浴代：介助による場合              ４０ 円（ ８０ 円／１２０ 円） 

 通所リハビリテーション利用時間帯によっては、入浴サービスを提供できないことがあります。 

③ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）          ２２ 円（ ４４ 円／ ６６ 円） 

④ リハビリテーション提供体制加算          ２４ 円（ ４８ 円／ ７２ 円） 

⑤ 送迎減算（片道）               －４７ 円（－９４ 円／－１４１ 円） 

⑥ 短期集中個別リハビリテーション実施加算     １１０ 円（２２０ 円／３３０ 円） 

⑦ 若年性認知症利用者受入加算             ６０ 円（１２０ 円／１８０ 円） 

⑧ 科学的介護推進体制加算               ４０ 円（ ８０ 円／１２０ 円） 

⑨ 介護職員処遇改善加算           施設サービス費の合計に対し８．６％を乗じた金額 

 

  （２）介護予防通所リハビリテーションの基本料金 

      施設利用料（要介護認定による要支援の程度によって利用料が異なります。以下は１月当

たりの自己負担分です）※（  ）は、２割／３割負担金額となります。  

①   ・要支援１            ２，２６８ 円（４，５３６ 円／ ６，８０４ 円） 

・要支援２             ４，２２８ 円（８，４５６ 円／１２，６８４ 円） 

② サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  

・要支援１                 ８８ 円（  １７６ 円／２６４ 円） 

      ・要支援２                １７６ 円（  ３５２ 円／５２８ 円） 

③ 若年性認知症利用者受入加算         ２４０ 円（  ４８０ 円／７２０ 円） 

④ 科学的介護推進体制加算            ４０ 円（   ８０ 円／１２０ 円） 

⑤ 介護職員処遇改善加算         施設サービス費の合計に対し８．６％を乗じた金額 

＊利用開始月から１２月超の利用の場合は、１月あたり以下の単位数が減算になります。 

    要支援１                 －１２０ 円（ －２４０円／－３６０円）         

    要支援２                 －２４０ 円（ －４８０円／－７２０円） 

（３）その他の料金 

    ① 食費                  ７００ 円 

②  教養娯楽費               １５０ 円 

    ③ 日用品費               １００ 円 

     ＊原則として食堂でおとりいただきます。なお（介護予防）、通所リハビリテーション利用時

間帯によっては、食事の提供ができないことがあります。 

    ④ リハビリパンツ                 ２００ 円 

      尿取りパット                   ６０ 円 

      フラットおむつ                 １２０ 円 

（４）支払い方法 

     ・毎月１０日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日に口座振替となり

ます。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

・お支払い方法は、口座振替となります。 



＊  月末締めの翌月２７日に引き落としとなります。 

領収書は、次回の利用料請求書と一緒同封してお送りします。 

金額を前もって知りたい場合は事務所の方へお電話で確認して下さい。 

受付時間  ＡＭ ８：３０ ～ ＰＭ ５：３０ 

 

６． 虐待防止に関する事項（契約書第８条参照） 

    事業者は利用者の人権の擁護、虐待防止等のため必要な整備を行うとともに、従業者に対し研修 

等を実施する等の措置を講じるものとします。事業者はサービス提供中に、当該施設従業者又は 

養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見 

した場合は、速やかにこれを市町村へ通報するものとします。 

７． 業務継続計画の策定等（契約書第１０条参照） 

   事業者は感染症や非常災害等の発生時においては利用者に対し通所リハビリテーション（介護予 

防通所リハビリテーション）の提供を継続的に実施するための、及び非常勤体制での早期の業務再 

開を図るための計画を策定し当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。 

８． 秘密保持および個人情報保護について（契約書第１１条参照）          

事業者はサービスを提供するにあたり個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、 

知り得た契約者又は家族に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏えい致しません。 

    但し、契約者に係るサービス担当者会議での利用など正当な理由がある場合には、事前に同意

を得た上で契約者、又はその家族等の個人情報を用いる事ができるとします。 

９． 事故発生防止及びその他緊急時の対応 

   事業者は事故発生防止のための指針を定め介護・医療事故を防止するための体制を整備します。 

   また、サービス提供時に事故が発生した場合、事業者は利用者に対し必要な措置を行うものとし 

ます。 

１０．苦情受付について（契約書１３条参照） 

   当事業所に対する苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。 

○ 苦情受付窓口（担当者） 

        サービス提供責任者     

        支援相談員       藁科  敦     

○ 受付時間  毎週月曜日～土曜日 

        午前８時３０分～午後５時３０分 

１１．その他 

   利用者が事業所を適切に選ぶための情報を提供する仕組みとして「介護サービス情報の公表」が

あり、ホームページ（インターネット）で見ることができます。 

（アドレス ： http://park7.wakwak.com/~iba-sinkokai/publication/index.htm） 

 

令和   年   月   日 

 

  通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）サービスの提供に際し、本書面に基

づき重要事項説明を行いました。 

   介護老人保健施設 レイクヒルひぬま 

   通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション） 

                          説明者                  

 

 氏名              印 

 

  私は、本書面に基づいて事業所から重要事項説明を受け、通所リハビリテーション（介護予防通所

リハビリテーション）サービスの提供開始に同意しました。 

                              氏名             印 

                               

（代筆者） 



 

 

 

 

個人情報提供同意書 

 

 

 

介護老人保健施設 レイクヒルひぬま 

通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション） 御中 

 

 

 

 私（サービス契約者（利用者）・家族）は、介護サービス計画書に記載された内容及び、貴事業所が契

約者に対してサービスを提供する上で知りえた情報につき、契約者がサービスの提供を受けるために必

要な限度で、貴事業所が個人に関する情報を用いることに同意します。 

 また、契約者（利用者）に医療上、緊急の必要がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等

の情報を提供させて頂きます。 

 

 

 

※ 私（ サービス利用者・家族 ）は、定期的に発刊する新聞及び掲示物に氏名・写真を掲載する事に 

同意 ・ 拒否  します。 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

契約者 

利用者             印  

 

 

家族              印  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


